
クラブ活動と部活動の捉え 

 
 

 クラブ活動 部活動 

位置付け ・任意団体による社会活動として

行われる活動 （学校の管理下

外） 

・学校の教育活動の一環として

行われる活動 （学校の管理

下） 

設置者 ・保護者育成会の代表 ・学校長 

参加者 ・参加を希望する生徒 ・学校長が決める 

指導者 ・クラブ設置者が委嘱した社会人

コーチ 

・学校の教職員（※学校が委嘱

した社会人コーチも可） 

活動日・時

間等 

・学校の管理下外の時間 

① 土、日、祝日、長期休業日 

② 平日の下校時間以降の時間。 

・学校の管理下の時間 

※長期休業日においては、学校

が計画した日や時間 

怪我・事故

等の治療費 

・民間のスポーツ傷害保険 ・日本スポーツ振興センター 

運動系活動

の参加大会 

・中学校体育連盟以外の参加を希

望する大会 

・中学校体育連盟主催の大会 

規約・会則  ・各クラブ保護者育成会の会則や

定款 

・学校の部活動規約 

 


